変更届出用 	
～訪問看護のサテライト設置について～
事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとされていますが、例外的に待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、一定の要件を満たすもの（以下「サテライト」といいます。）については、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定を受けることが可能です。（※下記基準の解釈通知（抜粋）を参照してください。） 
「サテライト」と既に指定を受けている「主たる事業所」とを一体の事業所として設置する場合の手続については次のとおりです。 
 
１　 提出期限・届出方法 
 変更しようとする日（サテライト設置日）の２週間前までに、次のいずれかの方法により提出してください。
（書類の不備などを考慮し、余裕をもって提出してください。）
〇電子申請・届出システム  
下記にアクセスし、必要事項の入力及び書類の提出をしてください。 
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 
※電子申請・届出システムによる届出はＧビズＩＤの取得が必要です。 
※郵送より必要書類が省略されていますので、ご注意ください（10ページ留意事項参考）。 
※県事務連絡やシステムの操作方法等については、下記をご確認ください。 
・電子申請届出システムによる変更、廃止、休止及び再開の届出について 
・【マニュアル】電子申請届出システム操作ガイド 
https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=90832
〇郵送 
下記まで書類を郵送してください。 
〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通 １ 
    神奈川県庁 高齢福祉課  在宅サービスグループ 宛 
（10ページの宛名ラベルを活用してください。） 
※従来提出をお願いしていた管理票（受理書）及び返信用封筒については、取扱いを変更し、提出は不要としましたので、同封されないようご注意ください。 
※今後、県における受領確認については、届出書の写しとともに返信用封筒（必要分の切手貼付、返信先明記）が同封されている場合のみ、収受印を押印した写しを返送することとします。（任意）。
※届出を担当されている方の情報について記載した書面（お名前、電話番号、メールアドレスを記載したメモ等）を併せて同封してください（10ページ留意事項参考）。
 




２　サテライト設置届出書作成上の留意点 
「３ 届出書類一覧表」、「４ 届出書類チェックリスト」及び「５ サテライト設置に関する留意点について」を確認の上で作成してください。 
※ １ 事業者指定の単位について
（「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例等について第二 総論） 
　　事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。なお、この取扱いについては、同一法人にのみ認められる。
ア　利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。 
イ　職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等の間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。 
ウ　苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 
エ　事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。 
オ　人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。



３　届出書類一覧表 
	No 
	必  要  書  類 
	様  式  等 

	１ 
	変更届出書 
	別紙様式第一号（五）

	２ 
	訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項 
	付表第一号（三）

	３ 
	主たる事業所の所在地以外の場所で当該事業所の一部として使用する事務所（サテライト）の設置理由書（参考様式） 
	サテライト届出様式にある設置理由書（参考様式）を使用してください。 

	４ 
 
	主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図 
	 

	５ 
 
	主たる事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
	標準様式１

	６

	サテライトの従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
	標準様式１

	７ 
 
	従業者の資格証の写し 
※ 資格証の姓が現在と異なる場合、姓が変わったことが分かる公的な書類を添付（例：運転免許証の表裏をコピーしたもの、戸籍謄本の写し等）
	 

	８ 
 
	サテライト事務所の平面図 
	標準様式３ 

	９ 
 
	運営規程（料金表含む）
※（主たる事業所と一体として作成すること） 
	 

	10 
 
	介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
 
	文書/カテゴリ検索内「３．加算届」に掲載されている様式を使用してください。 
加算を算定しない場合も No.10、11の提出は必要です。 
 

	11 
 
	介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況） 
 
	

	12 
 
	各種加算の届出様式【加算を算定する場合のみ】 
※ 加算を算定しない場合は不要
	
















４　届出書類チェックリスト 
	 
	チェック箇所 
	チェック項目 
	備  考 

	□ 
	変更届出書

	 
	届出者 
	□ 届出者の住所、氏名は県に届け出ている法人の住所、名称と一致している。
	

	
	事業所 
	□ 介護保険事業所番号は、指定通知書に記載されている番号と一致している。 
□ 事業所名称、事業所所在地は、県に届け出ている内容と一致している。 
	

	
	サービスの種類 
	□ サービスの種類を記載している。介護予防訪問看護も設置する場合は、介護予防訪問看護も記載している。 
□ 「変更年月日」の（介護予防）訪問看護欄にサテライト設置年月日を記載している。 
	

	
	変更後 
	□ サテライトを設置すること、サテライトの名称及び所在地を記載している。 
例：サテライト設置
名称 ○○訪問看護ステーション××出張所
所在地 神奈川県平塚市御殿□□－△△ 
	

	□ 
	訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項 

	 
	事業所 
	□ 名称及び所在地を記載している。 
□ 電話番号、ＦＡＸ番号、Emailを記載している。 
	※電話番号、ＦＡＸ
番号、Emailの記載間違いに注意してください。 

	 
	事業所種別 
	□ 事業所種別にチェックをしている。 
	 

	 
	管理者 
	□ 氏名、住所、生年月日を漏れなく記載している。 
□ 訪問看護事業所で兼務する他の職種に記載している。（兼務の場合のみ記入） 
□ 他の事業所、施設等の職務を兼務する場合、兼務先の名称、所在地、兼務先のサービス種別、兼務する職種及び勤務時間（週あたりの勤務時間）を記載している。 
	※人員基準を確認してください。 
 ＜参考＞
－文書/カテゴリ検索
　－９．運営状況点検書・運営の手引き
－「２．運営の手引き」

	 
	利用者の推定数 
	□ 申請月における利用者の推定数を記載している。 
	 

	 
	人員に関する基準の確認に必要な事項 
	□ 従業者の職種・員数は、勤務形態一覧表、運営規程の員数と一致している。 
	 

	
	訪問看護・介護予防訪問看護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合
	□ サテライトの情報（事業所名（フリガナを含む）、所在地、連絡先）を記載している。
	※すでにサテライトを開設している事業所については、記入欄が足りないため、「（参考）訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料」をご使用ください。

	□ 
	主たる事業所の所在地以外の場所で当該事業所の一部として使用する事務所（サテライト）の設置理由書

	 
	１ 主たる事業所の基本事項 
	□ 主たる事業所の名称を記載している。 
□ サテライトを含めた看護職員（保健師、看護師及び准看護師）の員数、サービス提供地域、利用者数（見込み）を記載している。 
	 

	
	２（１）サテライトの基本事項 
	□ サテライトの名称、所在地、看護職員（保健師、看護師及び准看護師）の員数、サービス提供地域、利用者数（見込み）を記載している。 
	 

	
	
	□ サービス提供時の訪問の方法について、事務所経由・直行直帰の別等、具体的に記載している。
	

	
	２（２）サテライ
トを設置する理由 
	□ サテライトを設置する理由を具体的に記載している。 
	 

	
	２（３）主たる事業所とサテライトの一体的運営の方法 
	□ 「利用申込みの受付、調整の方法」、「サービス提供状況の把握の方法」及び「サービス提供に関する記録の整備、保管の方法」について、管理者の役割等、具体的に記載している。 
	 

	
	２（４）主たる事業所とサテライトの従業者の一元的管理の方法 
	□ 「従業者の勤務体制の一元的管理の方法」、「サテライトを拠点とする従業者の勤務状況の把握の方法」及び「サテライト事務所の管理方法」について、管理者の役割等、具体的に記載している。 
□ 関係規程を整備している場合はその名称も記載している。 
	 

	
	２（５）主たる事業所とサテライトの一体的対応の方法 
	□ 「苦情処理の一体的対応の方法」及び「損害賠償の一体的対応の方法」について、具体的に記載している。 
	 

	□ 
	主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図 

	 
	
	□ 主たる事業所とサテライトの所在地が、地図上に印を付ける等の方法により明確にされている。
□ 地図に縮尺と方位記号（矢印）を記載している。
	



	□ 
	主たる事業所（サテライト）の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

	
	
	□ 主たる事業所の勤務形態一覧表とサテライト事務所の勤務形態一覧表は別々に作成している。
	


	 
	サービス種別等 
	□ サービス種別について、プルダウンリストから選択している。
□ 主たる事業所（サテライト事務所）名を記載している。 
□ (1)、(2)についてプルダウンリストから選択している。
□ 事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数を記載している。
	 

	
	第１週～第４週 
	□　職種、勤務形態、資格について、プルダウンリストから選択している。
□ 主たる事業所（サテライト）の従業者全員の毎日の勤務時間数（４週間分）を記載している。 
□ 常勤職員が勤務すべき１週あたりの勤務時間は、32時間以上となっている。 
□ 氏名は資格証のものと一致している。 
□ 同一事業所内の他の職務や同一敷地内の他の事業所の職務を兼務する場合、それぞれの職務に係る就業時間を按分して記載している。（ダブルカウントは不可） 
	 
 
 ※職員の氏名を記載する際は、「高と髙、崎と﨑、恵と惠」などに注意してください。



	□ 
	従業者の資格証の写し

	
	 
	□ 資格を必要とする職種について資格証の写しを添付している。
　※ 資格証の姓が現在と異なる場合、姓が変わったことが　分かる公的な書類を添付（例：運転免許証の表裏をコピーしたもの、戸籍謄本の写し）
	※勤務形態一覧表の順番に並べてください。

	□ 
	サテライト事務所の平面図 

	 
	 
	□ サテライトの事務室を記載している。
□　事業を行うのに必要な設備、備品等を記載している。
□ 同一敷地内で他のサービス（例えば、訪問介護、福祉用具貸与等）を行う場合、事業ごとに専用のスペース（専用の机でも可）を設ける必要があるが、図面にどの部屋・机がどの事業のものであるか明記している。 
□ 事務室は、事業を行うために必要な広さの専用のスペースが設けられている。 
□ 手指を洗浄するための設備（手洗い場や洗面等）を記載している。 
□ 感染性廃棄物（使用済みの医療廃棄物）を持ち込んで処理する場合は、感染性廃棄物等の保管場所を記載している。 
□ 滅菌機器を設置する場合は、滅菌機器の設置場所を記載している。 
□ 届出日からサービス提供が可能となるように、新設工事、内外装工事や備品の搬入等が完了している。
	 

	□ 
	運営規程（料金表含む）

	 
	 
	□ 主たる事業所と一体として作成している。 
（事業所の名称及び所在地） 
□ 主たる事業所の名称及び所在地のほか、サテライトの名称及び所在地を別に記載している。 
（従業者の職種、員数及び職務内容） 
□ サテライトを含めて、職種ごとに常勤、非常勤の別、専従、兼務の別と員数を記載している。 
（営業日及び営業時間） 
□ 主たる事業所と異なる営業時間等を設定している場合、別に記載している。 
（通常の事業の実施地域） 
□ 主たる事業所と異なる実施地域を設定している場合、別に記載している。 
	 

	□ 
	介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

	 
	 
	□ 申請者の住所、氏名は、変更届出書（別紙様式第一号（五））の住所、氏名（法人名、代表者名）と一致している。 
□ 提供するサービスの実施事業欄に「○」を記載し、異動年月日欄にサテライト設置年月日を記載している。 
	※加算を算定しない場合であっても作成してください。 

	□ 
	介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況） 

	 
	 
	□ サテライト用の様式を使用している。 
□ 該当する地域区分をチェックしている。
□ 提供サービス、施設等の区分、その他該当する体制等のそれぞれの欄にチェックしている。 
□ 加算を算定しない場合は「なし」にチェックしている。 
	※加算を算定しない場合であっても作成してください。 

	□ 
	各種加算の届出様式（各種加算により様式の有無等が異なります）【加算を算定する場合のみ】 

	 
	 
	□ 各加算様式の内容を確認し該当箇所に記入している。 
	 

	 
	 
	※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式等の掲載場所    
文書/カテゴリ検索 
    －３．加算届 https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-2.html?topid=4 
     －４．訪問看護【在宅サービスグループ】   


 

５　サテライト設置に関する留意点について 
（１） 設置の趣旨 
指定訪問看護事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものですが、訪問看護事業所の規模拡大に向けた取組の一環として、一定の要件を満たす出張所等（サテライト）については、一体的な訪問看護の提供単位として例外的に事業所に含めて指定することができるものとし、サテライトを設置する際は、次に掲げる事項に留意するものとします。 
 
（２） 事業者指定関係
 ① 地域的条件 
サテライトを設置しようとする市町村内に既に開設されている訪問看護事業所の数は、サ
テライト設置を認めるかどうかの判断基準としません。 
 　② 県所管域外設置 
神奈川県が所管する区域内に所在する主たる事業所のサテライトについては、神奈川県が事業者指定の権限を有しない区域（他の都道府県及び神奈川県内の指定都市・中核市の区域内）に設置することはできません。神奈川県が所管する区域外に設置しようとする場合は、設置しようとする都道府県（指定都市・中核市）に対し、新規事業者指定申請等の手続を行
う必要があります。 
 　③ 名称
事業所名「○○訪問看護ステーション」の後に、任意のサテライトの名称を付けます。 
例：「○○訪問看護ステーション△△出張所」等（「出張所」の部分は、支所、営業所等、
サテライトであることが分かりやすい名称とします。） 
 　④ 定款変更 
定款における目的のサテライト設置に係る変更の要否については、主務官庁がある法人（医療法人、社会福祉法人等の非営利法人）にあっては当該主務官庁に確認してください。
主務官庁のない法人（営利法人）にあっては、原則として定款の変更は必要ありません。 
定款変更を行った場合は、必要に応じ当該変更に伴う変更登記を行います。 
 　⑤ 申請・届出 
主たる事業所の新規指定申請と同時に、サテライト設置の手続を行う場合は、サテライトを含めて申請手続を行います。 
事業所指定後のサテライト設置の手続は、変更の届出の方法により行います。 

（３） 人員基準 
① 管理者 
主たる事業所に置かれている管理者がサテライトを含めて一元的に管理することとなるた
め、サテライトに管理者を置く必要はありません。 
 　② 看護職員 
サテライトには、保健師、看護師又は准看護師を１人以上配置します。勤務形態は、常勤、非常勤を問いません。 
 　③ 理学療法士等 
サテライトに理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を適当数配置することができます。ただし、サテライトに理学療法士等のみを配置し、保健師、看護師又は准看護師を配置しないことはできません。 
 


（４） 設備基準 
 事務室等 
サテライトには、専用の事務室、訪問看護の提供に必要な設備、感染症予防に必要な設備
を備えるものとします。 
    
 
（５） 運営基準 
① 運営規程 
サテライトの運営規程は、主たる事業所と同一のものとします。 
   ② 実施地域 
サテライトの実施地域、営業日、営業時間等は、主たる事業所と同一としても、また、同一の運営規程の中で別に定めても差し支えありません。 
 
（６） 介護報酬 
① 地域区分 
介護報酬算定における地域区分は、主たる事業所の所在地にかかわらず、サテライトが所
在する市町村が適用となる地域区分となります。 
 
② 加算等
サテライトに係る加算等の届出については、主たる事業所分とは別に行います。 

（７） 変更・廃止・休止・再開について
サテライト設置後に届出済みの内容から情報を変更した場合、届出が必要な場合がありますので、内容をご確認いただき、該当する場合は届出の提出をお願いします。
※ 変更・廃止・休止・再開届の様式等の掲載場所    
文書/カテゴリ検索 
    －２．変更・廃止・休止・再開届 
https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=223
     －４．訪問看護【在宅サービスグループ】  
※ サテライトについては、廃止・休止・再開の場合も変更届出にてその旨記載をお願いします。
※ 本体事業所を廃止（休止、再開）する場合、必ずサテライトについても同時に届出を行ってください。サテライト単独で営業を継続することはできません。
※ 変更届でサテライトの住所を変更することはできません。現住所のサテライトの廃止及び新住所でのサテライトの設置届出が必要です。











留意事項（届出前に必ずご確認ください）
（共通）
〇届出の控えを保管してください。
〇形式かつ基準及び要件等（以下「基準等」という。）を満たし、県へ届け出た場合届出は、県による受領確認の有無を問わず、変更または異動年月日を迎えた時点で届出は有効となります。しかし、審査の結果、基準等を満たしていないことが確認された場合は、遡って、届出の取り下げ等を行っていただくこととなりますのでご留意ください。

（電子申請届出システムによる届出の場合）
〇変更届出書（別紙様式第一号（五））の内容は、システムに直接入力いただく形での提出となりますので、提出不要です。
[bookmark: _GoBack]〇書類の修正があった場合の電子ファイルのやり取りは、原則として、システムを通じて行います。
〇審査が完了すると、届出が受理された旨のメールが自動送信されます。また、同時にシステム上の「申請届出ステータス」が「受付済」となります。

（郵送による届出の場合）
〇届出を担当されている方の情報について記載した書面（担当者連絡先）を併せて同封していただきますようお願いいたします。
・書面形態…送付状、名刺、付箋メモ等
・必要情報…お名前、電話番号、メールアドレス























郵送用ラベル
　　　　　こちらをコピーの上、使用されると便利です。



　　　〒　２３１－８５８８　　横浜市中区日本大通　１
　　　　　　神奈川県庁　　高齢福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　在宅サービスグループ
　　　　　＜変更届　在中＞
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